
るとともに，運行管理体制の充実を図るよう指導

する。

また，乗務員等がその職務を十分に果たし，安

全運転を確保できるよう，就業時における心身状

態の把握を確実に行うなどにより，職場における

安全管理を改善するよう指導する。

さらに，平成９年度から（財）鉄道総合技術研究

所に委託し，「鉄道係員に関する安全指針整備の

ための調査研究」を行っており，人的側面に起因

する運転事故を防止するための指針を示すことに

より，運転士の操縦における安全性の向上を図る

よう指導する。

３ 鉄軌道交通の安全に関する知識の普及

踏切事故等鉄軌道の運転事故及び置石・投石等

の鉄道妨害，線路内立入り等の外部要因による事

故を防止するためには，踏切道の安全通行や鉄軌

道事故防止に関する知識を広く一般に普及する必

要がある。このため，鉄軌道事業者に対し，学校，

沿線住民，道路運送事業者等を対象として，全国

交通安全運動等の機会をとらえて，ポスターの掲

示，チラシ類の配布等による広報活動を積極的に

行うよう指導する。

また，建設工事・保守作業等施設の建設・保守

に携わる作業員についても安全対策の徹底を図る

よう，鉄軌道事業者を指導する。

４ 鉄軌道事業者に対する保安監査等の実施

鉄軌道事業者に対し，保安監査等を実施し，施

設及び車両の保守管理状況，運転取扱いの状況，

乗務員等に対する異常時における教育訓練の状

況，安全管理体制等についての適切な指導を行

う。

また，営団日比谷線中目黒駅構内列車脱線衝突

事故に関する調査報告書を踏まえて策定した，静

止輪重の管理や脱線防止ガードの設置など５項目

にわたる再発防止対策について，全国の鉄軌道事

業者に対し徹底を図る。

プラットホームからの転落事故に対しては，列

車の速度が高く，かつ，１時間当たりの運行本数

の多いプラットホームについて，非常停止押しボ

タン又は転落検知マットの整備，プラットホーム

下の待避スペースの確保など適切な安全対策を講

ずるよう指導を行う。

さらに，鉄軌道事業者の事故情報の交換，効果

的な事故防止対策の検討等を行うため，鉄道保安

連絡会議を定期的に開催する。

５ 鉄道の運転事故等に係る報告制度の活用

鉄道事故等報告規則等の改正を行い（平成１３年

１０月１日施行），運転事故・運転事故が発生する

おそれがあると認められる事態等の報告内容の充

実及び事故速報の対象範囲等の見直しを行った

が，この制度によって鉄軌道事業者から報告の

あった運転事故等の調査・分析を行い，かつ，事

故等の情報を広く事業者等へ周知することによ

り，事故の未然防止を図る。

６ 気象情報等の充実

鉄軌道交通に影響を及ぼす自然現象について，

的確な実況監視を行い，適時・適切に予報・警報

等を発表・伝達して事故の防止及び被害の軽減に

努めるとともに，これらの情報の内容の充実と効

果的利用を図るため，第１部第１章第３節６（３）

で述べた施策を講じる。

第３節 鉄軌道車両の安全性の確保

１ 鉄軌道車両の構造・装置に関する保安上の技

術基準の改善

科学技術の進歩，交通環境の変化に対応して鉄

軌道の構造・装置に関する保安上の技術基準の見

直しを行う。さらに，鉄軌道車両に導入された新

技術，車両故障等の原因分析及び安全性に関する

研究の成果を速やかに技術基準に反映させる。
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２ 鉄軌道車両の検査の充実

鉄軌道の車両の検査については，鉄軌道事業者

に対し，新技術を取り入れた検査機器を導入する

ことによる検査精度の向上，鉄軌道車両への新技

術の導入に対応した検修担当者に対する教育訓練

の充実及び鉄軌道車両の故障データ等の科学的分

析結果の保守管理への反映が図られるよう指導す

る。

また，営団日比谷線中目黒駅構内列車脱線衝突

事故に関する調査報告書を踏まえ，脱線を防止す

る上で有効とされる静止輪重の管理を実施すると

ともに，車両構造等に合わせた的確な調整や静止

輪重の管理値の設定を行うよう指導する。

第４節 踏切道における交通の安全に関す
る施策

踏切事故の防止及び交通の円滑化を図るため，

踏切道改良促進法（昭３６法１９５）及び第７次踏切

事故防止総合対策に基づき，次のような諸施策を

積極的に推進する。

１ 踏切道の立体交差化及び構造の改良の促進

大都市及び主要な地方都市における踏切道につ

いては，踏切遮断時間，道路交通量等を考慮して，

連続立体交差化・単独立体交差化することによ

り，踏切道の除却を促進するとともに，道路の新

設・改築及び鉄道の新線建設においても，極力立

体交差化を図る。特に，交通遮断の著しいボトル

ネック踏切については，緊急的かつ重点的に改良

を推進する。

また，連続立体交差事業を推進するため，鉄道

事業者による立替制度並びに用地の先行取得及び

立替等への道路開発資金の低利融資制度の活用の

促進を図る。

さらに，自動車が通行する踏切道であって，踏

切道の幅員が接続する道路の幅員よりも狭いもの

等については，拡幅等の構造改良を促進する。

２ 踏切保安設備の整備及び交通規制の実施

踏切道の利用状況，踏切道の幅員，交通規制の

実施状況等を勘案し，踏切遮断機の整備を行う。

また，大都市及び主要な地方都市にある踏切道

のうち，列車運行回数が多く，かつ，列車の種別

等により警報開始から列車が踏切道に到達するま

での時間に差が生じているものについては，必要

に応じ警報時間制御装置の整備等を進める。

さらに，自動車交通量の多い踏切道について

は，道路交通の状況，事故の発生状況等を勘案し

て必要に応じ，障害物検知装置，門型警報装置

（オーバーハング型警報装置），大口径遮断桿等

の大型遮断装置等，より事故防止効果の高い踏切

保安設備の整備を進める。

道路の交通量，踏切道の幅員，踏切保安設備の

整備状況，う回路の状況等を勘案し，必要な交通

規制を実施する。

３ 踏切道の統廃合の促進

踏切道の立体交差化，構造改良等の事業の実施

に併せて，近接踏切道のうち，その利用状況，う

回路の状況等を勘案して，地域住民の通行に特に

支障を及ぼさないと認められるものについて，統

廃合を進めるとともに，これら近接踏切道以外の

踏切道についても同様に統廃合を促進する。ただ

し，構造改良のうち，踏切道に歩道がないか歩道

が狭小な場合の歩道整備については，その緊急性

にかんがみ，近接踏切道の統廃合を行わずに実施

できることとする。

４ その他踏切道の交通の安全と円滑化を図るた

めの措置

踏切道における交通の安全と円滑化を図るた

め，必要に応じ，踏切道予告標，踏切信号機，歩

行者等のための横断歩道橋等の設置，情報通信技

術（IT）の導入による踏切関連交通安全施設の

高度化を図るための研究開発等を進めるととも
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に，車両等の踏切通行時の違反行為に対する指導

取締りを積極的に行う。

さらに，踏切道通行者の安全意識の向上及び踏

切支障時における非常ボタンの操作等の緊急措置

の周知徹底を図るための広報活動等を強化する。

第５節 救助・救急体制の整備

鉄軌道の重大事故等の発生に対して，避難誘

導，救助・救急活動を迅速かつ的確に行うため，

主要駅における防災訓練の充実や鉄軌道事業者と

消防機関，医療機関，その他の関係機関との連携

協調体制の強化を図る。また，早期に応急手当を

実施するため，鉄軌道事業に従事する職員の応急

手当講習の受講を推進する。

第６節 科学技術の振興等

１ 文部科学省における科学技術に関する経費の

調整

各省庁の鉄軌道の安全に関する平成１５年度の経

費について，見積り方針の調整を行う。

２ 国土交通省関係の研究

（１）気象庁気象研究所等の研究

鉄軌道交通の安全に寄与する気象情報の精度向

上を図るため，気象研究所を中心に，第１部第１

章第８節１（５）イで述べた研究等，気象・地象・

水象に関する基礎的及び応用的研究を行う。

（２）独立行政法人交通安全環境研究所の研究

事故防止のための研究開発を推進し，鉄軌道交

通の安全性の向上を図るため，新しい交通システ

ムの実用化や高度化した台車，電子機器等の導入

に対応した安全性・信頼性評価のための研究等を

行う。
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